
 

木造建築物耐震診断等業務委託（単価契約）の契約手続きについて 

 

平素は、葛飾区の建築物耐震促進事業にご理解ご協力いただき、ありがとうございます。 

木造建築物耐震診断士派遣にかかる随意契約の手続きは以下のとおりです。 

 

１ ご契約を希望される場合 

仕様書及び要綱等をご確認いただき、ご契約を希望される方は、以下「２ ご提出いただく書類」に

記載の各書類を担当あてに郵送等でご提出ください。最大２週間のお時間をいただきます。 

 

２ ご提出いただく書類 

（１） 見積書 ※１ 

（２） 東京都木造住宅耐診断事務所登録証の写し 

（３） 随意契約業者登録・支払金口座登録申請書 ※１ 

（４）個人情報・機密情報の取り扱いに関する特記仕様書 ※１ 

（５）個人情報等の保管場所を表示した貴社事務室内の「平面図」 

※１…記入例をお送りしますのでご参照の上ご記入、捺印をお願いいたします。 

 

３ お手続きの流れ 

（１）区→貴社 

 ご提出いただいた見積書等を区で審査した結果、問題なければ、以下の書類をお送りします。 

・契約書２部 

 

（２）貴社→区あて 

 1．契約書２部とも必要箇所にご捺印ください（割印等も含みます。）。 

 2．契約書１部（区用）に 200 円の収入印紙を貼付してください。 

  

（３）契約のご締結 

貴社控えの契約書をお送りします。 

 

（４）診断結果報告書の提出方法（紙文書及び電子ファイル） 

建築課建築安全係の担当（建築士）が、区建築課窓口等で詳しく説明をいたします。 

 

（５）ご請求について 

仕様書に記載されている内容に基づく、ご請求をお願いしております。 

  ※当該月分の請求は、翌月 10 日までに提出してください。 

（例）診断結果報告書の完了日が４月１日から４月 30 日までのものは、５月 10 日までにご請求。 

ただし、３月分のご請求は、３月 31 日末日までに「完了したもの」が対象となります。 

翌月に持ち込むことは出来ないのでご注意ください。（理由：ご契約が３月 31 日までのため） 

  
（６）年度末には、以下の書類をご提出いただきます。 
「個人情報に関わる委託業務契約上の書類の処分報告書」（様式は任意） 

 

 葛飾区役所 建築課 建築安全係   

直通電話 03-5654-8553  FAX 03-3697-1660 E-mail 212200@city.katsushika.lg.jp 

〒124-8555 東京都葛飾区立石五丁目 13 番１号  

 

mailto:212200@city.katsushika.lg.jp


両面印刷
　余白



 

仕 様 書 
 

１ 件  名    木造建築物耐震診断等業務委託（単価契約） 

 

２ 履行期間    契約締結日から令和●年３月 31日まで 

 

３ 履行場所    葛飾区全域 

 

４ 業務内容 

⑴ 耐震診断業務 

葛飾区木造建築物耐震診断士派遣事業実施要綱（以下「要綱」という。）に基づき耐震診断 

決定を受けた建築物の耐震診断（一般耐震診断法）を行い、以下に掲げる書類の作成及び 

結果の報告を行う。 

ア 木造建築物耐震診断完了報告書 

イ 既存建築物の案内図及び撮影日が記載された写真（外観） 

ウ 既存建築物の各階平面図 

エ 既存建築物の一般診断計算書 

オ 耐震改修工事が必要とされた場合の検討計算書及び補強箇所を示した各階平面図、 

補強工事費用が分かる見積書（概算見積書） 

カ 区長が別に必要と認める書類 

⑵ 耐震事業の説明業務 

要綱第３条第１項各号に規定する派遣対象建築物でないことが判明した場合は、 

申請者に耐震シェルター等設置助成事業や非木造建築物の耐震事業について説明を行う。 

 

５ 予定件数 

⑴ 耐震診断業務      １件 

⑵ 耐震事業の説明業務  １件 

 

６ 成果品      

⑴ 木造建築物耐震診断完了報告書 及び 添付書類 (各 1 部) 

⑵ 診断士による耐震事業の説明を受けたことの確認書 

 

７ 成果品提出先   葛飾区 及び 申請者 

 

８ 成果品提出期限  耐震診断完了後 １か月以内かつ令和３年 12月 31 日までとする。 

 

９ 耐震診断士について 

耐震診断士は、建築士法（昭和 25年法律第 202 号）による１級建築士、２級建築士又は 

木造建築士で、次に掲げるいずれかの者をいう。 

⑴ 一般社団法人東京都建築士事務所協会葛飾支部の会員であるもの。 

⑵ 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱（平成 18年９月１日 18都市建企 

第 68 号）第２条第５号に規定する耐震診断事務所に所属する者 

  

10 禁止事項 

⑴ 公の機関を除き、他の個人及び団体への紹介。 

⑵ 診断、補強事項に対する個人的な介入、または目的に反すると認められる行為。 

 

11 一般事項 

受注者は、業務を従事するにあたり、次に揚げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 葛飾区木造建築物耐震診断士派遣事業実施要綱に従い、業務を遂行すること。 

⑵ 受注者は一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」



 

（2012 年改訂版）の内容に基づき、誠実に診断を行うこと。なお現地調査についても上記

内容に基づくものとする。 

⑶ 「障害を理由とする差別の解消推進に関する葛飾区職員対応要領」を踏まえ、障害者 

から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよ

う、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮の提供をすること。 

⑷ 本件には契約事項に付随する業務を含み、これらに要する費用は全て委託料に含まれ 

るものとする。 

⑸ 必要な消耗品等は、別に定めのある場合を除き、全て受注者の負担とする。 

⑹ 受注者は、本契約にあたって、区担当者からの問い合わせに対応できる体制を取ること。 

⑺ 受注者は、本契約を締結するにあたり、区担当者と綿密に連絡を取り、委託内容につい

て確認を受けること。また、本仕様書に規定されていない事項及び疑義が生じた場合は、

区担当者と協議し、その指示に従うこと。 

⑻ 本契約は請負契約とし、業務履行中において発生した労働災害に対する労災保険の適用

は受注者のものとする。 

⑼ 本業務を履行するにあたっては、関係する法令や条例、規則等を遵守すること。 

⑽ 業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後におい

ても同様とする。 

 

12 車両の使用 

本契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を 

確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項を 

遵守すること。 

⑴ ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

⑵ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法（平成 4 年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努め

ること。 

⑶ 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の

自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求め

られた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

13 特記仕様 

⑴ 葛飾区が保有する個人情報の取扱いに関する特記仕様（別紙１のとおり） 

⑵ 機密情報の取扱いに関する特記仕様（別紙２のとおり） 

⑶ 接遇に関する特記仕様（別紙３） 

 

14 検査 

 建築課検査員の検査を受けること 

 

15 請求方法 

受注者は、月末までに完了した⑴耐震診断または⑵耐震事業の説明について翌月１０日

までにそれぞれ請求すること。 

 

16 支払 

検査終了後、受注者の請求に基づき支払う。 

  

17 連絡先 

葛飾区都市整備部建築課建築安全係 

直通電話 ５６５４－８５５３    E-mail 212200@city.katsushika.lg.jp 

mailto:212200@city.katsushika.lg.jp






















令和     年    月　　日
葛飾区長　殿

住所

社名

代表者名

　 　 　

内訳

件数 金額 備考

1 96,000 消費税10%税込

1 10,000 消費税一律

2 106,000

御　見　積　書

㊞

木造建築物耐震診断等業務委託（単価契約）

単価

見積額

名称

耐震診断(一般診断)

耐震事業説明（診断不可物件のみ）　

合計

¥106,000

96,000

10,000
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（任意様式） 

個人情報・機密情報の取り扱いに関する特記仕様書 

                   

１．                 は、本契約により受注した業務を遂行するにあたって、

葛飾区が保有する区民等の個人情報・機密情報の漏洩や紛失等により、区民等

のプライバシーや権利利益を侵害することがないよう努めます。 

２．                は、本契約により受注した業務に係る個人情報・機密

情報に関する管理責任者・               を定め、受注業務に着手する

前に葛飾区に提出いたします。 

３．個人情報・機密情報を他の情報と混在しないよう、区別し、施錠が可能な保管用

ロッカーに厳重に保管します。保管場所は別紙の当事務所の平面図に明示しま

す。 

４．個人情報に対し事故が発生しないように常に適正管理します。事故が発生したと

きは、直ちに葛飾区に通知し、事故解決に努めます。 

５．個人情報の授受及び搬送は、契約書に準じます。 

 

令和  年  月  日 

                        事務所名                    

                        管理責任者                印 
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個人情報にかかわる委託業務契約上の書類の処分報告書 
 
 

この度 私共（                 ）が、令和  年度に葛飾区役
所と締結した委託業務契約において以下に記すとおり契約業務及びそれらにおける個
人情報に関わる書類全てを情報漏洩の無いように適切に処分したことを報告いたしま
す。 
 
１ 委託業務と処分した書類 
（１）木造建築物耐震診断等業務委託（単価契約） 

ア 葛飾区木造建築物耐震診断士派遣申請書 
 
 
 
 
 

令和  年  月  日 
              

 
社名及び代表者名 
 

                 ㊞ 
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